
公
園
の
利
用
マ
ナ
ー
を

守
り
ま
し
ょ
う

　

公
園
は
公
共
の
場
で
す
。
公
園

や
公
園
内
の
施
設
を
利
用
す
る
方

が
、
安
全
で
快
適
に
利
用
で
き
る

よ
う
に
利
用
マ
ナ
ー
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

・
ゴ
ミ
は
持
ち
帰
る

・
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と
き
は
リ
ー

ド
で
つ
な
ぎ
、フ
ン
は
持
ち
帰
る

・
公
園
で
た
き
火
は
し
な
い　

な
ど

問
合
せ　
都
市
整
備
課

☎
89
・
２
１
９
７

市
役
所
さ
く
ら
庭
屋
台
村

秋
ビ
ア
秋
の
収
穫
祭

　

秋
空
の
下
、
地
産
地
消
に
こ
だ

わ
っ
た
食
彩
屋
台
村
で
能
代
の
食

を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時

　
９
月
30
日
㈮
～
10
月
２
日
㈰

　

午
前
11
時
～
午
後
８
時

場
所　
市
役
所
さ
く
ら
庭

問
合
せ　
能
代
観
光
協
会

☎
88
・
８
８
０
２

き
れ
い
な
空
気
を

守
り
ま
し
ょ
う

●
野
焼
き
は
法
律
で
禁
止

　

近
隣
で
の
野
焼
き
に
よ
る
相
談

や
苦
情
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

野
焼
き
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

ご
み
な
ど
は
、
市
の
ご
み
収
集

や
資
源
と
し
て
出
す
な
ど
適
正
に

処
理
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

●
稲
わ
ら
焼
き
禁
止
期
間

　

稲
わ
ら
焼
き
は
、
県
条
例
に
よ

り
原
則
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
特
に

稲
わ
ら
焼
き
が
多
い
10
月
１
日
㈯

か
ら
11
月
10
日
㈭
ま
で
の
間
は
全

面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

稲
わ
ら
焼
き
の
煙
に
よ
る
視
界

不
良
が
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
す

原
因
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

稲
わ
ら
は
水
田
に
す
き
込
ん
だ
り
、

堆
肥
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
有

効
活
用
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　
環
境
衛
生
課

☎
89
・
２
１
７
３

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

■
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換
を

　

浄
化
槽
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽

と
合
併
処
理
浄
化
槽
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。

　

単
独
処
理
浄
化
槽
は
生
活
雑
排

水
が
そ
の
ま
ま
側
溝
な
ど
へ
流
れ

て
し
ま
う
た
め
、
新
設
が
原
則
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
設
置
済
み
の

単
独
処
理
浄
化
槽
の
使
用
者
は
、

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
に
努

め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
下
水
道
へ
の
接
続
と

ト
イ
レ
の
水
洗
化
を

　

下
水
道
工
事
が
完
了
し
、
供
用

開
始
と
な
っ
た
と
き
は
、
３
カ
月

以
内
に
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

と
、
３
年
以
内
に
ト
イ
レ
を
水
洗

化
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

水
洗
化
工
事
は
融
資
あ
っ
せ
ん

制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
浄
化
槽
関
連
制
度
の
ご
紹
介

●
市
設
置
型
制
度

　

市
の
公
共
下
水
道
全
体
計
画
区

域
外
や
農
業
集
落
排
水
区
域
外
の

専
用
住
宅
や
事
業
所
な
ど
を
対
象

に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
か

ら
そ
の
後
の
維
持
管
理
ま
で
を
市

が
行
う
制
度
で
す
。
工
事
の
分
担

金
と
毎
月
の
使
用
料
が
必
要
で
す
。

申
請
期
限　
11
月
30
日
㈬
ま
で

●
個
人
設
置
型
制
度

　

市
の
公
共
下
水
道
全
体
計
画
区

域
で
事
業
計
画
区
域
外
の
一
般
住

宅
に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
場
合
、
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。
浄
化
槽
の
維
持
管
理
は

個
人
が
行
い
ま
す
。
人
槽
に
応
じ

て
補
助
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

申
請
期
限

　

令
和
５
年
１
月
31
日
㈫
ま
で

■
浄
化
槽
を
管
理
・
使
用
す
る
方
へ

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を

利
用
し
て
汚
染
を
処
理
す
る
装
置

で
す
。
微
生
物
が
活
躍
し
や
す
い

環
境
を
保
つ
よ
う
に
維
持
管
理
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【
維
持
管
理
の
目
安
】

保
守
点
検
…
４
カ
月
に
１
回
以
上

清
掃
…
年
に
１
回
以
上

法
定
水
質
検
査
…
年
１
回

【
保
守
点
検
や
清
掃
業
の
許
可
業
者
】

能
代
清
掃
セ
ン
タ
ー☎52

・
２
２
８
６

能
代
広
域
清
掃	

☎
52
・
９
８
１
３

鷹
阿
二
清
掃
興
業

　

☎
０
１
８
６
・
６
２
・
１
５
５
３

【
指
定
検
査
機
関
】

秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団

　

☎
０
１
８
・
８
８
０
・５
０
４
６

■
浄
化
槽
工
事
を
営
む
方
へ

　

県
知
事
の
登
録
・
５
年
ご
と
の

更
新
が
必
要
で
す
。

問
合
せ

県
山
本
地
域
振
興
局
総
務
経
理
課

☎
52
・
６
２
０
３

1010
月
１
日
は

月
１
日
は

　
浄
化
槽
の
日

　
浄
化
槽
の
日

　

浄
化
槽
の
日
は
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
や
、
公
衆
衛
生

の
向
上
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
日
で
す
。

　

市
で
は
河
川
な
ど
の
水
質
保
全
の
た
め
、
公
共
下
水
道
や
農

業
集
落
排
水
、
合
併
処
理
浄
化
槽
に
よ
る
生
活
排
水
の
処
理
を

推
進
し
て
い
ま
す
。	

問
合
せ　
下
水
道
課
☎
89
・
２
２
０
３
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